
 

 

第１節 保健医療圏と基準病床数

１ 保健医療圏とは
○ すべての都民が住み慣れた地域で安心して生活していくためには、都民が必要とする保健医療

サービスを、だれもが、いつでも、どこでも、必要に応じて適切に受けることができるようにす
る必要があります。

○ こうした都民の保健医療ニーズについて的確に対応するため、保健医療資源の適切な配置を図
るとともに、適切な保健医療サービスの提供や医療機関相互の機能の分担と連携を推進し、疾病
の発症予防から早期の発見や治療、さらにリハビリテーションなど総合的な保健医療提供体制の
体系を構築するための地域単位として、「保健医療圏」が位置付けられています。

○ 都は、平成元年に策定した「東京都保健医療計画」で、地域の保健医療ニーズに対して都民に
最も適切な保健医療サービスを提供していく上での圏域として、一次、二次及び三次の保健医療
圏を設定しました。都保健医療計画では、人口規模等の圏域の現況を踏まえ、引き続き保健医療
圏を次のように設定しています。

○ 一次保健医療圏は、地域住民の日常生活を支える健康相談、健康管理、疾病予防や頻度の高い
一般的な傷病の治療など、住民に密着した保健医療サービスを、福祉サービスと一体となって総
合的、継続的に提供していく上での最も基礎的な圏域であり、その体制の整備を図るための地域
的単位です。

○ また、在宅療養を推進していくため、住民に最も身近な行政機関である区市町村の主体的な取
組の下、関係する多職種が緊密に連携し、明確な役割分担に基づいた患者支援のネットワークを
円滑に機能させるための環境整備が必要です。こうしたことから、引き続き一次保健医療圏は、
区市町村の区域としています。

○ 二次保健医療圏は、原則として特殊な医療を除く一般の医療ニーズに対応するために設定する
区域です。入院医療を圏域内で基本的に確保するとともに、医療機関の機能連携に基づく医療
サービスと広域的、専門的な保健サービスとの連携などにより、都民に包括的な保健医療サービ
スを提供していく上での圏域であり、その整備を図るための地域的単位です。医療法第 条の
４第２項第 号の規定により、主として病院の病床及び診療所の病床の整備を図るべき地域的
単位として設定する医療計画上の区域でもあります。

○ 都における二次保健医療圏は、住民の日常生活行動の状況、交通事情、保健医療関係の既存の
地域ブロック、保健医療資源の分布等、圏域設定に必要な要素に基づき、複数の区市町村を単位
とする の圏域が設定されています。武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市及び狛江
市の６市で構成されている二次保健医療圏が「北多摩南部保健医療圏」です。

○ 三次保健医療圏は、一次及び二次の保健医療圏との連携の下に、特殊な医療提供を確保すると
ともに、東京都全域での対応が必要な保健医療サービスを提供する上での区域であり、その体制
を整備していくための地域的単位です。医療法第 条の４第２項第 号の規定により、特殊な
医療などを提供する病院の病床確保を図るべき地域的単位として設定する医療計画上の区域で
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もあり、医療法施行規則第 条の 第２号において都道府県を単位として設定することが定め
られています。そのため、三次保健医療圏は東京都全域とされています。

二次保健医療圏 構　成　区　市　町　村
面積

（k㎡）
人口

（人）

区中央部 千代田区、中央区、港区、文京区、台東区

区南部 品川区、大田区

区西南部 目黒区、世田谷区、渋谷区

区西部 新宿区、中野区、杉並区

区西北部 豊島区、北区、板橋区、練馬区

区東北部 荒川区、足立区、葛飾区

区東部 墨田区、江東区、江戸川区

西多摩 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

南多摩 八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市

北多摩西部 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市

北多摩南部 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市

北多摩北部 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市

島しょ 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

 出典：東京都保健医療計画（東京都保健医療局　令和６年３月改定）

計

二次保健医療圏

大島町 三宅村新島村 神津島村
青ヶ島村利島村 小笠原村

御蔵島村
八丈町

島しょ保健医療圏

奥多摩町

八王子市

檜原村

青梅市

町田市

大田区

足立区

練馬区

あきる野市

世田谷区

江東区

江戸川区

葛飾区

杉並区

板橋区

港区

北区

府中市
日野市

立川市

品川区

調布市

多摩市

日の出町

小平市

新宿区

稲城市

昭島市

瑞穂町

三鷹市

中野区

渋谷区

目黒区

墨田区

豊島区

東村山市

西東京市

文京区

荒川区福生市
東大和市

清瀬市

台東区

中央区

羽村市

武蔵村山市

国分寺市

千代田区

小金井市

国立市

武蔵野市

東久留米市

狛江市

区中央部保健医療圏

区南部保健医療圏
区西南部保健医療圏

区西部保健医療圏

区西北部保健医療圏

区東北部保健医療圏

区東部保健医療圏

西多摩保健医療圏

南多摩保健医療圏

北多摩西部保健医療圏

北多摩南部保健医療圏

北多摩北部保健医療圏

 63.64 947,858

 84.70 1,170,569

 87.83 1,475,635

 67.87 1,285,373

 113.92 1,993,903

 98.21 1,365,611

 106.68 1,494,327

 572.70 379,043

 324.46 1,440,971

 90.05 658,632

 96.10 1,061,790

 76.51 749,421

 401.64 24,461

 2,193.79 14,047,594
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２ 基準病床数

○ 基準病床数は、病床の適正配置の促進と適切な入院医療の確保を目的に、病床整備の基準と
して、医療法の規定に基づき病床の種類ごとに定めるものです。療養病床及び一般病床は二次保
健医療圏ごとに、精神病床、感染症病床及び結核病床は都全域（三次保健医療圏）で定められ、
既存病床数が基準病床数を上回る圏域では、病院及び有床診療所の開設や増床は原則としてでき
ません。

○ なお、既存病床数が基準病床数を上回る二次保健医療圏であっても、高度ながん診療施設、周
産期医療を行う施設など、特定の病床が不足する地域において当該診療を行うための病床整備や、
人口の著しい増加や特定の疾病にり患する者が異常に多い場合等、特別な事情により更なる整備
が必要な場合には、都は関係機関等と調整の上、厚生労働大臣に協議し同意を得た数を基準病床
数に加えることができます。

○ 都保健医療計画では、基準病床数を以下のとおり定めています。

○ 診療所の病床について、医療法施行規則第１条の 第７項に基づく次の診療所の病床は、許
可に代わり届出によって設置することができます（平成 年４月１日から適用）。なお、次の診
療所に該当するか否かは、必要とされる医療に関する地域の実情を踏まえて検討する必要がある
ことから、届出の前に都道府県が設置する医療審議会の意見を聴くこととしています。

① 地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所
② へき地に設置される診療所（当圏域は該当なし）
③ 小児医療の提供の推進のために必要な診療所
④ 産科医療の提供の推進のために必要な診療所
⑤ 救急医療の提供の推進のために必要な診療所

療養病床及び一般病床 （単位：床） (精神病床） （単位：床）

基 準 病 床 数 区 分 基 準 病 床 数

区 中 央 部 東 京 都 全 域

区 南 部

区 西 南 部 (結核病床） （単位：床）

区 西 部 区 分 基 準 病 床 数

区 西 北 部 東 京 都 全 域

区 東 北 部

区 東 部 (感染症病床） （単位：床）

西 多 摩 区 分 基 準 病 床 数

南 多 摩 東 京 都 全 域

北 多 摩 西 部

北 多 摩 南 部

北 多 摩 北 部

島 し ょ

二次保健医療圏

計
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第２節 地域特性、人口構造等

１ 地理的条件

○ 北多摩南部保健医療圏（以下、「圏域」という。）は、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小
金井市及び狛江市の６市で構成されています。

○ 圏域は、東西 ㎞、南北 ㎞、東京都の中央に位置しており、面積は ㎢ で東京都
全体の ％を占めています。北部は武蔵野台地に連なり、南部は南端を流れる多摩川に向かっ
て傾斜する河岸段丘となっています。

○ 東側は区部と接して通勤などの利便性が高く、多摩地域の中でも早くから宅地化が進みました。
地目別土地面積を見ると、宅地の中では住宅地区が ％を占め、次いで工業地区 ％、商業
地区 ％の順となっています（令和４年１月１日現在、東京都統計年鑑（令和３年））が、市ご
とに見ると工業地区、商業地区の割合には大きな差が見られます。

○ 交通は、中央自動車道、甲州街道、五日市街道、小金井街道、府中街道などの道路網、ＪＲ中
央線・武蔵野線・南武線、京王線・京王井の頭線・京王相模原線、西武多摩川線、小田急線など
の鉄道網が発達している上、バス路線も数社が運行するなど利便性は高いです。

多摩府中保健所武蔵野三鷹地域センター

北多摩南部保健医療圏 

多摩府中保健所

多摩府中保健所武蔵野三鷹地域センター
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○ 都立小金井公園、都立井の頭公園、府中の森公園など大規模な公園が多く、都市公園面積は
㎢を超えるものの、人口一人当たりの面積に換算すると、多摩地域の他の圏域に比較してやや低
い状況であるといえます。

○ 圏域の人口について
は、昼間人口 人、
夜間人口 人で、
昼間人口指数は と
なり、昼間人口、夜間人
口ともに平成 年国勢
調査時（昼間 人、
夜間 人）と比
較して増加しています。
なお、昼間人口指数（平
成 年の同指数 ）
はやや減少しています。

○ 圏域の産業の状況について、従事者規模別の事業所数で見てみると、労働安全衛生規則におけ
る産業医選任義務のない、従業員数１～ 人の事業所の割合が ％となっており、事業所数
のほとんどを占めています。

２ 人口構造

（１）人口の動き

○ 圏域人口は、令和２年 月１日現在、 人であり、都の人口の ％を占めています。
前回平成 年の国勢調査時からは 人増加、伸び率は ％となっています。

東京都

北多摩南部保健医療圏

武蔵野市

三鷹市

府中市

調布市

小金井市

狛江市

出典：国勢調査（総務省　令和２年）より作成

【表１】人口等

区分 人口 昼間人口 夜間人口

従業者規模
（総数）

事業所数 事業所数 構成割合
（％）

事業所数 構成割合
（％）

事業所数 構成割合
（％）

東京都 636,132 599,840 94.3% 29,939 4.7% 6,353 1.0%

北多摩南部保健医療圏 31,946 30,644 95.9% 1,144 3.6% 158 0.5%

武蔵野市 7,781 7,488 96.2% 238 3.1% 55 0.7%

三鷹市 5,025 4,822 96.0% 188 3.7% 15 0.3%

府中市 7,486 7,104 94.9% 355 4.7% 27 0.4%

調布市 6,771 6,496 95.9% 239 3.5% 36 0.5%

小金井市 2,922 2,822 96.6% 82 2.8% 18 0.6%

狛江市 1,961 1,912 97.5% 42 2.1% 7 0.4%

【表２】従事者規模別事業所数

区分
１～４９人 ５０人以上 派遣下請従業のみ

出典：国勢調査（総務省　令和２年）より作成

出典：経済センサス-活動調査　事業所に関する集計（総務省・経済産業省　令和３年）
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○ 世帯数は 世帯となっており、１世帯あたりの人員は 人で都平均をやや上回って
います。平成 年と 年の国勢調査時（平成 年 人、平成 年 ）と比較すると、
圏域全体の世帯人員は、わずかながら減少傾向が続いています。

（２）人口構造の推移

〇 令和６年１月現在の圏域における年齢３区分別人口は、０～ 歳が ％で都を上回ってい
ます。一方、 ～ 歳は ％、 歳以上は ％で都を下回っています。これらのことから、
従属人口指数＊ は都全体を上回っており、老年化指数＊ は都全体を下回っています。

総数 男 女

東京都

武蔵野市

三鷹市

府中市

調布市

小金井市

狛江市

出典：国勢調査（総務省　令和２年）より作成

北多摩南部保健医療圏

【表３】面積・人口・世帯数等

区分 面積
（k㎡）

人口 人口密度
（人/K㎡) 世帯数 世帯人員

（人）

人口
（人）

構成
割合
（％）

人口
（人）

構成
割合
（％）

人口
（人）

構成
割合
（％）

従属
人口
指数
※

老年化
指数
※

武蔵野市

三鷹市

府中市

調布市

小金井市

狛江市

出典：住民基本台帳による東京都の世帯と人口（東京都総務局　令和６年1月）　　※年齢不詳者を除く

北多摩南部保健医療圏

【表４】年齢区分別人口

区分 人口（人）

０～１４歳 １５～６４歳 ６５歳以上 年齢構造指数

東京都

 

 
＊1 従従属属人人口口指指数数：生産年齢人口（ － 歳） 人が、年少者（０－ 歳）と高齢者（ 歳以上）を何人で支えているかを示す比

率。（０－ 歳人口＋ 歳以上人口）× － 歳人口  
＊2 老老年年化化指指数数：年少人口 に対する老年人口。（ 歳以上人口）× ０ 歳人口  

出典：住民基本台帳による東京都の世帯と人口（東京都総務局　令和６年1月）　　※年齢不詳者を除く

出典：国勢調査（総務省　令和２年）より作成

11

第
２
章

第
２
節



 

 

○ 年齢３区分別人口の推移を見ると、０～ 歳と ～ 歳が減少傾向にある一方で、 ～
歳と 歳以上が大幅に増加しています。この傾向は今後も変わらないと推計されています。

○ 圏域の 歳以上
の高齢者の単独世
帯数は、年々増加
しています。令和

年には
世帯を上回り、全
世帯に対する割合
が ％を超えるこ
とが予測されてい
ます。

 

 

 

昭和
年

平成
年 年 年 年 年 年

令和
年 年 年 年 年 年

【図１】年齢区分別人口割合 推移

歳以上 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳

出典：（令和２年まで）国勢調査（総務省 平成 年）、
（令和７年以降）男女・年齢（ 歳階級別）将来人口（東京都総務局）より作成

令和２年 令和７年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年

％世帯
【図２】 歳以上単独世帯が全世帯数に占める割合（推移）

歳以上単独世帯数
割合（％）

出典：東京都世帯数の予測（東京都総務局 令和６年 月）
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３ 人口動態

（1）出生

○ 圏域における出生数は、平成 年以降減少傾向にあり、令和４年の出生数は 人でした。

○ 合計特殊出生率＊ は、平成 年までは増加傾向にありましたが、平成 年以降は減少傾向に
あり、令和４年は まで落ち込みました。

（２）死亡

○ 圏域における令和４年の死亡数は 人で、死亡率とともに増加傾向にあります。

平成
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年

令和
元年 ２年 ３年 ４年

％人 【図３】圏域の出生数及び合計特殊出生率（推移）
出生数 合計特殊出生率

出典：人口動態統計 各年（東京都福祉保健局）、住民基本台帳による東京都の世帯と人口
各年 月 日現在（東京都総務局）より作成

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成
年 年 年 年 年 年

令和
年 年

人口千対人
【図４】死亡数（北多摩南部保健医療圏）及び死亡率（推移）

圏域 死亡数
全国 死亡率
東京都 死亡率
圏域 死亡率

出典：人口動態統計年報（東京都福祉保健局）

 

 
＊3 合合計計特特殊殊出出生生率率：一人の女性が、生涯生む子供の数のことで、 歳から 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの。
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○ 令和４年の圏域における主要死因別死亡割合は、悪性新生物が ％で全体の４分の１を占め
ており、次いで心疾患（高血圧性を除く）、老衰が続いています。

○ 年齢別の主要死因別死亡割合をみると、 歳から 歳まででは、「自殺」の割合が ％と
最も高くなっています。

○ 歳以上では、「悪性新生物」が死因の第一位となっており、 歳から 歳まででは４割弱、
歳から 歳まででは５割弱を占めています。

○ また、 歳以上では、「悪性新生物」、「心疾患」、「脳血管疾患」のいわゆる三大死因が占める
割合が大きくなっています。
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４ 住民の健康状況

（１）平均寿命・平均余命

○ 圏域各市の平均寿命は、男女とも東京都を上回っています。平均余命も一部を除き、男女、各
年齢とも都を上回っています。

○ 平均寿命・平均余命ともに各市の間に大きな差は見られません。

（２）６５歳健康寿命

○ ６５歳健康寿命とは、 歳の人が何らかの障害のために要介護認定を受けるまでの状態を健
康と考え、その障害のために認定を受ける年齢を平均的に表すものです。

○ ６５歳健康寿命と平均障害期間は、ともに各市の間に大きな差は見られません。

平均寿命 平均寿命

20歳 40歳 65歳 80歳 20歳 40歳 65歳 80歳

東京都

武蔵野市

三鷹市

府中市

調布市

小金井市

狛江市

出典：令和２年市区町村別生命表（厚生労働省）

【表５】各市別平均寿命・平均余命

区分

男 女

平均余命 平均余命

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

東京都 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 小金井市 狛江市

【図６】 歳健康寿命（歳）と平均障害期間（年）（令和４年）

歳平均障害期間（年） 歳健康寿命（歳）

出典：とうきょう健康ステーション（東京都保健医療局）

（障害期間 年 ：要支援１以上）

出典：令和２年市区町村別生命表（厚生労働省）
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５ 都民の受療状況

○ 令和 年の都民の主要傷病別受療率をみると、精神及び行動の障害が最も高くなっており、昭
和 年と比較すると、精神及び行動の障害、悪性新生物の受療率の増加傾向が顕著です。

○ また、都民の推計患者数は、入院が約 万人、外来が約 万人となっており、主要傷病別に
みると、「精神及び行動の障害」による推計入院患者数は１万 千人を超え、「脳血管疾患」も１
万人を超えています。外来患者については、「高血圧性疾患」による推計患者が４万人を超えて
います。

悪性新生物

脳血管疾患

虚血性心疾患

糖尿病

精神及び行動の障害
高血圧性疾患

ぜん息

肝疾患
結核

昭和 年
（ ）

年 年 平成 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 令和 年

人口 万対

【図７】都民の主要傷病別受療率の推移

出典：東京都保健医療計画（東京都保健医療局 令和６年 月改定）

千人 入院（推計患者数 千人） 千人 外来（推計患者数 千人）

【図８】都民の主要傷病別推計患者数

出典︓東京都保健医療計画（東京都保健医療局 令和６年3月改定）
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○ 厚生労働省「患者調査」（令和２年）では、圏域における病院（入院）の受療割合をみると、
流入患者割合 ％に対して流出患者割合が ％と流入超過になっています。また、域内完結
率は ％と、東京都より上回っています。

 

北多摩南部

東京都

【図９】北多摩南部圏域内施設における圏域内住民－
圏域外住民の受療割合（病院の推計入院患者）

圏域住民 圏域外住民（流入患者割合）

出典︓【図９】【図10】︓患者調査（厚生労働省 令和２年）

北多摩南部

東京都

【図 】北多摩南部圏域内住民の圏域内ー圏域外受療割合
（病院の推計入院患者）

圏域内施設（域内完結率） 圏域外施設（流出患者割合）
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第３節 保健医療福祉資源の現状
１ 医療施設の状況

（１）病院・診療所・歯科診療所・薬局

○ 圏域における令和４年度の病院・診療所・歯科診療所・薬局の数は表６の通りであり、人口
万人あたりの数で見ると、いずれも都全体を下回っています。

（２）病床数

○ 令和４年の都及び圏域の病床数を見てみると、病床全体では人口 万人あたり 床と
都全体の 床を上回っています。病床種別ごとに見ると、特に療養病床が東京都全体を下回
っています。

（３）圏域における病院の集積状況

○ 圏域には、さまざまな規模及び専門性を持った病院があります。圏域の西部には、都内最大級
の医療集積拠点として、高度医療、小児医療、難病医療、重症心身障害児（者）の療育など専門
的な医療を提供する、多摩メディカル・キャンパスがあります。東部には、多摩地域唯一の特定

有床

人口10万対

人口10万対

東京都

北多摩南部

【表６】病院・診療所・歯科診療所・薬局数（人口10万対）

区分 病院
診療所

歯科診療所 薬局

一般病床 精神病床 感染症病床 結核病床 療養病床 合計

人口10万対

人口10万対

【表７】病院病床数

区分

東京都

北多摩南部

出典：医療施設調査（厚生労働省　令和4年10月1日現在）
　　　　 人口10万対の算出基礎人口は、東京都の人口（推計）（東京都総務局　令和4年10月１日現在）

出典：医療施設調査（厚生労働省　令和4年10月1日現在）
　　　薬局については、福祉・衛生行政年報（東京都福祉保健局　令和5年3月31日現在）
　　　人口10万対の算出基礎人口は、東京都の人口（推計）（東京都総務局  令和4年10月1日現在）
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機能病院＊４である杏林大学医学部付属病院を始めとした 床以上を有する大規模病院や、
～ 床前後の中小規模の病院などが点在しています。

○ また、地域医療支援病院、災害拠点病院など、地域医療の集約的機能を担う医療機関や、単科
医療機関とは別に、がん、認知症、地域リハビリテーションなど、地域で連携しながら専門的な
診療を行う医療機関が所在しています（資料編参照）。

２ 保健施設の状況

（１）保健所

○ 多摩府中保健所は、平成 年４月、多摩地域における都保健所の再編整備（二次医療圏ごと
に１保健所を配置）により発足しました。

○ 地域保健を推進する広域的、専門的、技術的拠点として、健康危機管理や、専門的な対人保健
サービスの提供、圏域内各市への協力、助言・支援、連絡調整の業務を行っています。

（２）保健センター

○ 保健センターは、市民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査などのほか、地域保健に関し
て必要な事業を行う施設として、市が設置しています。

○ 各市の保健センターでは、地域の実情に応じて、成人健診、介護予防事業など、市民の健康管
理の拠点として、さまざまな事業を行っています。

 
＊４  特特定定機機能能病病院院：高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院で国が指

定する。第二次医療法改正において平成５年から制度化され、令和 年 月１日現在で 病院が承認されている。

保健所
所在地

多摩府中保健所 府中市宮西町１－２６－１（東京都府中合同庁舎内）

武蔵野三鷹地域センター 武蔵野市西久保３－１－２２

保健センター
所在地

武蔵野市 武蔵野市立保健センター 武蔵野市吉祥寺北町４－８－１０

三鷹市 三鷹市総合保健センター 三鷹市新川６－３７－１　三鷹中央防災公園・元気創造プラザ２階

府中市 府中市保健センター 府中市府中町２－２５

調布市 調布市保健センター 調布市小島町２－３３－１　文化会館たづくり西館４階

小金井市 小金井市保健センター 小金井市貫井北町５－１８－１８

狛江市 狛江市保健センター
（あいとぴあセンター）

狛江市元和泉２－３５－１　

【表８】保健所・保健センター

名称

東京都

名称
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３ 保健医療従事者の状況

○ 令和２年の圏域人口 万人あたりの保健医療従事者数を見てみると、保健師、助産師、看護
師、作業療法士、栄養士が東京都全体を上回っています。

○ 圏域人口 万人あたりの医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師の推移を見てみると、
概ね増加傾向を示しています。

人数 人口10万対 人数 人口10万対

医師 ◎
歯科医師 ◎
薬剤師 ◎
保健師 ◆
助産師 ◆
看護師 ◆
准看護師 ◆
歯科衛生士 ◆
歯科技工士 ◆
理学療法士 ▽
作業療法士 ▽
言語聴覚士 ▽
診療放射線技師 ▽
診療エックス線技師 ▽
臨床検査技師 ▽
衛生検査技師 ▽
管理栄養士 ▽
栄養士 ▽

【表９】保健医療従事者数

区分
北多摩南部 東京都

出典：
◎:医師、歯科医師、薬剤師は、「医師・
歯科医師・薬剤師統計　東京都　集計
結果報告－令和2年12月実施－」（東
京都福祉保健局）
◆:保健師～歯科技工士は、「福祉・衛
生統計年報（令和2年度）」（東京都
福祉保健局）
▽:理学療法士～栄養士は、「東京都の
医療施設－令和2年医療施設（静態・
動態）調査・病院報告結果報告書－
令和2年10月1日現在」（東京都福祉
保健局）
なお、病院従事者のみ

・人口10万対の算出基礎は、東京都の
人口（推計）（令和２年10月１日現
在　東京都総務局）

人数 人口10万対 人数 人口10万対 人数 人口10万対 人数 人口10万対 人数 人口10万対

北多摩南部

東京都

北多摩南部

東京都

北多摩南部

東京都

北多摩南部

東京都

北多摩南部

東京都

【表10】医師・歯科医師・薬剤師・看護師・准看護師の推移
平成24年 平成26年 平成28年 平成30年 令和２年

医師

歯科医師

薬剤師

看護師

准看護師

出典： 医師、歯科医師及び薬剤師は、「医師・歯科医師・薬剤師統計　東京都　集計結果報告」（各年12月実施　東京都福祉保健局）
　　　　  医師、歯科医師及び薬剤師以外は、「福祉・衛生統計年報」（各年度　東京都福祉保健局）
           人口10万対の算出基礎は、東京都の人口（推計）（各年10月１日現在　東京都総務局）
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４ 社会福祉資源の状況

○ 高齢者の保健・医療と関わりの深い社会福祉資源として、保健医療の向上及び福祉の増進を包
括的に支援し、地域包括ケアの中核を担う地域包括支援センターを各市が設置し、主任ケアマ
ネジャー、保健師、社会福祉士等の専門職が支援にあたっています。その他、訪問看護等の居宅
サービス、認知症対応型通所介護等の地域密着型サービス、介護老人保健施設等の施設・居住系
サービスを担う様々な施設・事業所があります。

○ また、障害者に関しては、居宅介護等の訪問系サービス、生活介護等の日中活動系サービス、
グループホーム等の居住系サービス、相談支援、障害児に関しては、児童発達支援等の障害児通
所支援、障害児入所支援、障害児相談支援といった、様々なサービスを提供する施設・事業所が
あります。

○ 子育て支援に関する社会福祉資源としては、令和４年６月に児童福祉法が改正され、市は、全
ての妊産婦・子育て世帯・子どもの包括的な相談支援等を行うこども家庭センターを設置し、支
援を要する子どもや妊産婦等への支援計画（サポートプラン）を作成すること等が明記されまし
た。各市では、子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを、こども家庭センター
として集約し、順次、こども家庭支援センターの設置を進めています。さらに、専門の相談機関
として東京都に設置されている児童相談所において、専門スタッフが各市の相談・サービスにあ
たっています。
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第４節 東京の将来の医療

１ 地域医療構想

○ 「団塊の世代」が後期高齢者となる令和７年（ 年）には、少子高齢化がさらに進展し、
医療介護サービスの需要が増大することが予想されています。そのような状況においても、質の
高い医療介護サービスが提供されるとともに、持続可能な社会保障制度を将来の世代へ伝えてい
くことが必要です。

○ 平成 年６月、医療介護総合確保推進法の成立により、医療法が改正され、都道府県に地域
医療構想の策定が義務付けられました。

○ 地域医療構想とは、①構想区域＊ ごとに厚生労働省令で定める計算式により算定された「病床
の機能区分＊ ごとの将来の病床数の必要量」及び「将来の居宅等における医療の必要量」、②地
域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項について定めるもの
です。

○ 都は平成 年７月、「東京都地域医療構想」を策定しました。そこでは、令和７年（ 年）
における、病床数と在宅医療等の必要量について推計し、「東京の 年の医療～グランドデザ
イン～」として、「誰
もが質の高い医療を
受けられ、安心して
暮らせる『東京』」を
描き、その実現に向
けた４つの基本目標
を掲げています。

 
＊5 構構想想区区域域：必要な病床の整備を図るとともに、地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための単位であり、都において

は、二次保健医療圏（全 区域）をそのまま構想区域としている。 
＊6 病病床床のの機機能能区区分分：医療機関が病床機能報告において報告する医療機能。次の４つの区分に分類され、医療機関が自ら担っている医

療機能を選択する。

高度急性期 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能

急性期 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回復期

急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能

特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頸部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を目的とした

リハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）

慢性期

長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者又は難病患者等

を入院させる機能

誰もが質の高い医療を受けられ、安心して暮らせる「東京」

Ⅰ 高度医療・先進的な医療提供体制の将来にわたる進展
～大学病院等が集積する東京の「強み」を生かした、医療水準のさらなる向上～

Ⅱ 東京の特性を生かした切れ目のない医療連携システムの構築
～高度急性期から在宅療養に至るまで、東京の医療資源を最大限活用した医療連携の推進～

Ⅲ 地域包括ケアシステムにおける治し、支える医療の充実
～誰もが住み慣れた地域で生活を継続できるよう、地域全体で治し、支える「地域完結型」医療の確立～

Ⅳ 安心して暮らせる東京を築く人材の確保・育成
～医療水準の高度化に資する人材や高齢社会を支える人材が活躍する社会の実現～

基

つ

の

４

本

目

標

【図11】都地域医療構想４つの基本目標
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○ 地域医療構想に記載されている、圏域の病床機能別の特徴と、令和７年（ 年）における
病床数の必要量等については、【表 】及び【表 】のとおりとなっています。

【表 11】北多摩南部保健医療圏の病床機能別特徴

高
度
急
性
期
機
能

・多摩地域で唯一、特定機能病院が１施設（大学病院本院は１施設）所在。
・自構想区域完結率は69.8%と多摩地域で最も高く、都内隣接区域を含めると88.2%。
・流入超過の構想区域であり、多摩地域の構想区域からの流入が多く、流入患者の約59%
にあたる。

急
性
期
機
能

・自構想区域完結率は70.6%と高く、都内隣接区域を含めると90.0％。
・流入元・流出先は高度急性期機能と同様の傾向であり、流入元の約６割を多摩地域、流
出先の約６割を区部が占めている。

回
復
期
機
能

・自構想区域完結率は68.3%で、都内隣接区域を含めると90.8%である。
・人口10万人当たりの回復期リハビリテーション病床数は、都平均の約1.2倍。

慢
性
期
機
能

・高齢者人口10万人当たりの医療療養病床数が、多摩地域の構想区域では唯一、都平均を
下回る約７割。
・流出患者のうち、南多摩に流出している割合が約４割と突出して高い。

○ また、令和４年病床機能報告＊７（令和４年７月１日時点）によると、圏域の病床機能別病
床数は【表 】のとおりとなっています。

 
＊7 病病床床機機能能報報告告：地域医療構想の策定にあたり、地域の医療機能の現状把握及び分析を行うため、医療機関がその有する病床（一般

病床及び療養病床）において担っている医療機能を自ら選択し、都道府県に報告する仕組み。医療法改正により平成 年に開始

された。 

計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等

一般病床

療養病床

計

【表13】病床機能別病床数（北多摩南部）
区分

現状
(令和４年
7月1日時点)

（人／日）

（再掲）
　訪問診療のみ

患者数

病床数 － －

【表12】令和７年(2025年）の病床数の必要量等
（上段：人/日、下段：床）

高度急性期
機能

急性期
機能

回復期
機能

慢性期
機能 在宅医療等
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○ 圏域では、令和７年（ 年）の必要病床数は、令和４年の病床機能報告における病床数と
比較すると、急性期機能、回復期機能及び慢性期機能について不足することが推計されています。

○ 地域医療構想を実現するため、都は構想区域ごとに「地域医療構想調整会議」を設置しました。
そこでは、地域の現状把握と課題を共有しながら、地域で不足する医療機能の確保等について、
関係者が協議することとしています。

○ 都では、東京都保健医療計画推進協議会の下に設置する「地域医療構想調整部会」において、
東京都全体で解決すべき課題を共有し、地域医療構想の実現に向け、取組の進捗管理や評価を行
うこととしています。
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